
  （（２２））  給給水水申申込込納納付付金金

平成9.10.1
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  （（３３））  開開発発負負担担金金

（注）1.建築物負担金の建築物とは、計画1日最大給水量5㎥以上の建築物をいう。
2.宅地負担金の宅地とは、公共用地を除く面積が1,000㎡以上の宅地をいう。

2277．．量量水水器器使使用用料料のの変変遷遷 （単位：円）
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   定める額
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φ350以上局長が

   定める額
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昭和51.4.1（現行）

計画一日最大給水量に1㎥当
たり130,000円を乗じて得た
額

造成面積に1㎡当たり650円
を乗じて得た額
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左表により計算
した額に100分
の103を乗じて
得た額とする。
ただし、その額
に10円未満の端
数があるとき
は、これを切り
捨てるものとす
る。

左表により計算し
た額に100分の105
を乗じて得た額と
する。
ただし、その額に
10円未満の端数が
あるときは、これ
を切り捨てるもの
とする。

左表により計算し
た額に100分の108
を乗じて得た額と
する。
ただし、その額に
10円未満の端数が
あるときは、これ
を切り捨てるもの
とする。

左表により計算し
た額に100分の110
を乗じて得た額と
する。
ただし、その額に
10円未満の端数が
あるときは、これ
を切り捨てるもの
とする。

左表の額に
100分の103
を乗じて得
た額とす
る。

左表の額
に100分の
105を乗じ
て得た額
とする。

左表の額に
100分の108
を乗じて得
た額とす
る。

左表の額に
100分の110
を乗じて得
た額とす
る。
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